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1．技能実習（育成就労）・特定技能に関するニュース

①制度改正、法改正について
　　　　　　2027年度に育成就労法が施行されるにあたり、現在各省庁において省令作成が

進められております。育成就労以外の外国人就労に関する法に関しても随時改正が
行われており、その都度対応に四苦八苦している状況が続いております。
　弊組合では1/23（金）の説明会にて大枠の説明を考えておりますが、直近1/1（木）
から改正法が施行される案件等もあります。

（１）改正行政書士法（令和8年1月1日施行）
　・無資格者による有償での入管提出書類作成が禁止されることがより明確になる
　・違法な書類作成を行った個人だけでなく所属する法人も処罰対象となる
　上記改正により、入管申請書類の作成に関し、登録支援機関がその書類作成を行
うことができなくなり、提出する書類は受入れ企業または行政書士が作成したもので
なくてはならなくなります。　※一旦は現状のまま、23日に詳しく説明いたします。

(２）育成就労制度に関して、費用面での懸念
　・ベトナムでは現在実習生から3,600ドル(約55万円)までの徴収が可能だが、育成
    就労制度になると給与2か月分（約40万円）が上限となるため、差額約15万円の
　　費用負担が考えられる。
　・日本語能力に関しA1、A2といった資格取得が必須となり、入国後に関し未取得者
　　に対しては認定日本語教員による100時間の講習が必要となる（教育費用増）。

(３）育成就労・特定技能1号を合わせた受入れ見込数
　政府は２３日午前、２０２８年度末までに最大で計１２３万１９００人の外国人労働者
を受け入れるとする上限案を有識者会議に示した。在留資格「特定技能」制度で約８０
万人、技能実習に代わって２７年から開始する「育成就労」制度で約４２万人を見込む。

　飲食料品製造の技能実習生は現在約9万人、特定技能1号も約9万人在留していま
す。特定技能の人数枠も来年には上限に達するのではないかと予測されます。
　上限に達した場合、更なる人数枠増になるのか受入れ停止となるのか未定ですが
近く上限に達することは間違いありません。

上記の詳しい内容含め、1/23（金）の育成就労説明会で説明させていただきます。
是非この機会にご参加いただきますようお願い申し上げます。
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